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 １ 都市の概要 

（１）立地 

本市は神奈川県の南西部に位置し、東京駅と静岡駅のほぼ中間地点に位置しています。市域

は、東西 17.5 ㎞、南北 16.9 ㎞、面積は 113.60 ㎢で、横浜市・・相模原市・・山北町・・川崎市に次

いで県内５番目の広さを有しています。周辺は南足柄市、二宮町、大井町、開成町、中井町、箱

根町、真鶴町、湯河原町に囲まれています。 

鉄道は、東海道本線・・東海道新幹線・・御殿場線・・小田急小田原線・・箱根登山鉄道・・伊豆箱根鉄

道大雄山線が配置されており、自動車交通は、東西方向に自動車専用道路として小田原厚木道

路と西湘バイパスが整備され、国道１号や国道 135 号等が主要幹線道路となっています。広域

交通は都心や首都圏の主要都市、周辺の観光地からアクセスしやすい立地となっています。 

 

小田原市の位置 

 
出典：国土数値情報  
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（２）成り立ち 

 

本市は、戦国時代に後北条氏が小田原城入りしたこと機に発展を始めました。北条氏は商人

や職人など多くの人材を上方から招き、産業を興しました。まちは活気にあふれ、城下には水

路（小田原用水）もひかれ、関東随一の城下町として、高度な都市機能を有していたといいま

す。 

江戸時代に入り、小田原は東海道五十三次屈指の宿場町として全国に知られるようになりま

す。1601（慶長 6）年に成立した小田原宿は、江戸を出てから東海道を西へ二十里余、品川宿

から数えて 9番目にあたる宿場町でした。日本橋を出立した人の多くが、難所「箱根山」を越

えることに備えて、小田原宿を利用したといわれています。商人の家が建ち並び、多くの旅人

の往来で活気に満ちていました。 

明治維新を経て、1887（明治 20）年に新橋と国府津間で東海道線が開通します。鉄道の開通

に加え、温暖な気候、清浄な空気、美しい景観という小田原の魅力が評判となり、別荘地や保

養地として注目を集めるようになりました。伊藤博文や大隈重信、山縣有朋（やまがたありと

も）など、近代日本の幕開けを担った政財界人や軍人が、続々と居を構えています。また、北

原白秋や谷崎潤一郎など、日本近代文学を代表する文人たちも、こぞって小田原の地に移って

きました。彼らの邸宅の一部や記念碑などが現在も市内に残されており、当時の面影が偲ばれ

る風情あるまちなみを形づくっています。 

 

（３）自然と人の営み 

①水と人の暮らし 

酒匂川の水は、古くから飲料水や農業用水等に利用され、人びとの暮らしを支えてきまし

た。小田原の伝統・文化もまた、海や川の恵みの中で紡がれてきました。そのような水の恩恵

を享受してきた一方で、扇状地河川の宿命ともいうべき氾濫・水害の歴史も併せ持っていま

す。江戸時代から初期の大口堤をはじめ、宝永大噴火後の文命堤、1978（昭和 53）年完成の三

保ダムなど、先人たちが時代を超えて取り組んできた治水事業により、現在の緑豊かな足柄平

野が守り継がれてきました。小田原のまちづくりの歴史は、治水とともにあったといっても過

言ではありません。豊潤な小田原の水資源は、水を必要とする製造業や研究機関にとって価値

あり、酒匂川沿いには多くの企業が操業しています。また、海や川は、イベントやアクティビ

ティなど楽しみを生み出す場所としても機能しています。 
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②森と人の暮らし 

まちの総面積の約 4割は森林で、その内、スギ、ヒノキ等の人工林が約 7割を占めていま

す。そのほとんどは戦後植栽されたもので、現在は本格的な利用期を迎えています。豊かな

木々は、澄んだ空気の源となるとともに、気温・湿度のコントロールや災害防止など、様々な

効果をもたらし、まちの貴重な財産として小田原の環境を守ってきました。また、林業・木材

産業の歴史も長く、小田原には、「川上」（木材を生産すること）、「川中」（木材を加工するこ

と）、「川下」（木材を使うこと）という、木材資源をめぐる地域間サイクルが成立していま

す。まちのすぐ近くに森があり、原木の生産から木材の流通・加工までを一つのまちで行うこ

とができる点が、大きな特徴となっています。 

 

③農と水産の特徴 

温暖な気候と海・山・川が隣接した小田原ならではのロケーション、そこに城下町・宿場町

として培われてきた 500 年の歴史があいまって、蒲鉾、干物、梅干、和菓子、茶の湯など、豊

かな特産物が育まれてきました。 

 
出典：小田原市公式ガイドブック  
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 ２ 自然・地形の状況 

（１）地勢 

神奈川県西部から静岡県境にかけては山地が多く分布し、北側は丹沢山地、その西側には富

士火山が位置します。一方、南西側は足柄山地を挟み箱根火山が位置し、南部には伊豆半島が伸

びています。このような地形構造の中に位置する小田原市は、山地、丘陵地、平野、河川、海岸

が分布する変化に富んでいます。 

 本市の西部は箱根連山南部の外輪山に当たる箱根火山地が占め、東部は大磯丘陵につながる

丘陵地帯です。周辺を囲む山々を起点する河川がいくつかに分かれて市域に流れ込み、足柄平

野を中心とした扇状地性の沖積低地を形成しながら、相模湾に流れ込んでいます。大磯丘陵の

沿岸部には海岸段丘が形成され、崖地が分布しています。 

 市内の最高地点は南足柄市と箱根町との境界点付近の 1,020m、主な山としては箱根古期外輪

山では明星ヶ岳（924m）、塔ノ峰（566m）、聖岳（835m）、大磯丘陵では不動山（328m）、浅間山

（314m）です。主な河川としては、白糸川、早川、山王川、狩川、酒匂川、森戸川、塔台川、中

村川があります。 

地勢図 

 
出典：国土地理院基盤地図情報「数値標高モデル」、『小田原市市史別編自然編』p15～17をもとに作成 
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地形分類図 

 

出典：国土数値情報「地形分類」、『小田原市市史別編自然編』p15～17をもとに作成  
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（２）地質 

箱根火山の山麓部にあたる市の西部から南西部は火山岩類や火山灰や軽石など堆積物で構成

されています。市域中央部、市街化区域の大部分を占める足柄平野は酒匂川による沖積平野で

あり礫・・砂・・泥が厚く堆積する堆積岩層で構成され、そのうち相模湾に面する地域は砂丘堆積物

でおおわれています。一方、市域東部は大磯丘陵の南西部に位置しており、堆積岩類で構成され

ています。 

地質の状況 

 

出典：令和 2年度・小田原市自然環境調査、小田原市市史別編自然編 p14～19 
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（３）水系 

流域界をみると、市域は大きく分けて８つの流域界に分かれています。中村川や森戸川、

酒匂川、早川は市域外まで含めてみたときに流域面積は広範にわたっています。足柄平野を縦

断するように流れる酒匂川は富士山東麓に水源があり、発電、灌漑、水道水源として開発利用

がされています。 

また、市内には多くの水路があり豊かな水環境を形成しています。足柄平野の多くの農業用

水は酒匂川から取水しており、これらは地下水の主涵養源となっています。水早川を水源とし

て北条氏が城下町を潤す為に設けたといわれる小田原用水（上板橋～護摩堂川）、同じく早川

から江戸時代（18 世紀末）に小田原藩により水田開発のための農業用水路として開かれた荻窪

用水（箱根町塔之沢付近～荻窪）、二宮尊徳が掘った排水路の報徳堀など、古くからの用水路

や排水路が遺されています。 

流域界の状況 

 
出典：国土数値情報 河川データ 
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（４）動植物分布 

①植生図 

市の西部の箱根火山地は人工林が多く、山麓では果樹・桑等が分布しています。特に標高

200m 程度の地域ではミカン栽培が盛んです。市域の中央部ではかつては水田や果樹園が広がっ

ていましたが、近年は市街化が進みほとんどが植生の乏しい路傍が目立ちます。市の東部の大

磯丘陵は二次林の割合が高くなり、果樹・桑のほかにまとまった畑もみられます。足柄平野の

河口部から上流に向かうと水田が広がっています。 

出典：小田原市市史別編自然編 p169 

 

環境省自然環境局生物多様性センターの自然環境保全基礎調査によると、主な植生として次

のようなものがみられます。 

山地 スギ・ヒノキ・サワラの植林が中心ですが、アカマツ群落、ブナ

－ミズナラ群落、コナラ群落、アカシデ－イヌシデ群落、モミ群

落などもみられます。 

丘陵地 スギ・ヒノキ・サワラの植林やアカシデ－イヌシデ群落が中心で

すが、シイ・カシ二次林、コナラ群落、ススキ群団などもみられ

ます。 

海岸や河川 オギ群集、カワラハハコ－ヨモギ群落、メダケ群落、ヨシクラ

ス、クロマツ植林、ニセアカシア群落などがみられます。 
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植生図 

 
出典：環境省自然環境局 生物多様性センター 「自然環境保全基礎調査 植生調査（1/25,000縮尺） 第６－７回」   
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②生き物の生育状況 

陸生動物の指標種としてはアオキ、スズメ、シジュウカラ、タチツボスミレ、カタバミ、オッ

タチカタバミ、ツバメ、ヤマガラ、ウグイス、アケビ、セイヨウタンポポ、ニイニイゼミ、モズ、

ヤブツバキ、ミツバアケビなどの観測頻度が多くなっています。重要種としてはツバメ、モズ、

ハグロトンボ、ヒガシニホントカゲ、ヒガシキリギリス、キビタキ、イタチ、ノスリ、シュレー

ゲルアオガエルなどの観測頻度が多くなっています。鳥獣保護区は、酒匂川沿川や久野地域の

一部が指定されています。 

 

陸生動物の生息状況 

 

出典：令和 2年度 小田原市自然環境調査 
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水生動物の指標種としてはアブラハヤ、シマヨシノボリ、カワニナ、ボウズハゼ、スミウキゴリ、

ヒラテテナガエビ、サワガニなどの観測頻度が多くなっています。重要種としては、アブラハヤ、ボ

ウズハゼ、スミウキゴリ、ハグロトンボ、ドジョウ、コイ、ウグイ、ニホンウナギ、コヤマトンボな

どの観測頻度が多くなっています。 

 

水生動物の生息状況 

 

出典：令和 2年度 小田原市自然環境調査 
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 ３ 土地利用 

（１）土地利用の状況 

土地利用の状況をみると、平成 18年と令和 3年の比較において、市街化区域内では農地が

減少する一方で、建物用地等の都市的土地利用が増加しています。市街化区域外では農地や荒

地等が減少し、代わって森林が増加している傾向がみられます。 

 

土地利用の変遷 

平成 18(2006)年 令和３(2021)年 

  
 

出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュ 
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土地利用の変遷 構成比 

 

出典：国土数値情報 土地利用細分メッシュ  
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（２）住宅開発動向 

住宅開発動向をみると、人口は減少傾向にある一方で、住宅は増加しています。本市では、

持ち家や一戸建が県平均と比べても増加傾向にあるのが特徴です。 

 

住宅開発動向（平成 15年を１とした時の変化率） 

 
出典：住宅土地統計調査 
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 ４ 気候 

（１）気温と降水量 

本市の気温は徐々に増加傾向にあります。年間降水量は近年、横ばいに推移していますが、

長期的には増加傾向にあります。 

気温と降水量 

 

出典：気象庁（小田原観測所の各年データをもとに 5年移動平均を算出） 
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 ５ 人口 

（１）人口動態 

本市の総人口は減少傾向にあり、年少人口と生産年齢人口が減少する一方で、高齢者は増加

しております。世帯数は増加傾向にありますが、世帯人員（１世帯当たりの人口）が減少傾向

にあります。 

人口動態 

 
出典：国勢調査 

世帯数と世帯人員 

 
・出典：国勢調査  
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（２）人口分布 

令和２(2020)年国勢調査に基づく人口分

布をみると、市街化区域に人口は集中して

います。 

年少人口は、河口から少し離れた中流域

に比較的多く分布しています。 

老年人口は、年少人口に比べると相模湾

に近いエリアに比較的多く分布していま

す。 

 

 総人口 

 

 

   

年少人口（14 歳以下）  老年人口（65 歳以上） 

 

 

 
出典：e-stat 統計地理情報システム 
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 ６ 産業・観光 

（１）農業 

みどりに関連する産業動向をみると、農業は丘陵地帯ではミカン、梅などの果樹栽培、平野

部では豊富な水を利用した稲作が営まれています。総農家数と経営耕地総面積は減少傾向にあ

ります。一方で農業従事者平均年齢は増加傾向にありましたが、直近の平成 27 年から令和２

年にかけては低下しており、一部で世代交代が進んでいたり、高齢農家の廃業が進行している

と推測されます。 

 

農業の動向 

 
出典：農林業センサス 
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（２）観光業 

観光動向は、観光入込客数は長期的に増加傾向にあり、令和２年頃のコロナ禍からも回復し

ています。一方で、緑に関連した施設・イベント別の観光客の推移をみると、市全体の傾向と

比べると回復が鈍い施設も見られます。 

観光入込客数 

 

出典：神奈川県入込観光客数調査 
 

緑に関連した施設・イベント別観光客の推移（平成 28 年比） 

 

出典：神奈川県入込観光客数調査  
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※令和4(2022)年は小田原応援花火
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 ７ 社会動向 

緑のまちづくりに関連して、以下のような社会動向があります。 

（１）みどりに関する法律の改正等 

①都市緑地関連 

平成 29(2017)年に「民間活力を最大限に活用して、緑・オープンスペースの整備・保全を推

進し、緑豊かで魅力的なまちづくりを実現する」ことを目標とし、都市緑地法、都市公園法、生

産緑地法のみどりに関する法律が改正されました。都市緑地法は、令和６(2024)年には、都市に

おける緑地の重要性や、緑のネットワークを含む質・量両面での緑地の確保の必要性の高まり

を踏まえ、都市緑地行政を一層推進するため、国が目標や官民の取組の方向性を示し、また、市

区町村をまたがるような広域性・・ネットワーク性を有する緑地を、総合的・・計画的に保全・・創出

する必要性からさらに法改正が為されています。 

平成 29(2017)年 都市緑地法改正： 

緑地保全・緑化推進法人（みどり法人）制度の拡充、市民緑地認定制度の創設、緑化地域制

度の改正、緑地の定義への農地の明記、緑の基本計画の記載事項の追加、国主導による戦略

的な都市緑地の確保、緑地の買入れを代行する国指定法人制度の創設、民間事業者等による

緑地確保の取組の認定制度の創設、都市の脱炭素化に資する都市開発事業の認定制度の創設 

等 
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令和６(2024)年 都市緑地法改正： 

国主導による戦略的な都市緑地の確保、貴重な都市緑地の積極的な保全・更新、緑と調和した

都市環境整備への民間投資の呼び込み 等 
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②都市公園関連 

都市公園法については、近年の社会情勢の変化やこれまでの公園緑地行政の変遷より、緑の「量的」

整備（創出・保全）を進めるステージから、緑の「質的」整備（活用・維持管理）を進めるステージに

移行する必要があることから、都市公園の再生や活性化を推進するため改正されました。 

 

平成 29(2017)年 都市公園法の改正： 

公募設置管理制度（Park-PFI）の創設※１、ＰＦＩ事業の設置管理許可期間の延伸、保育所等の占用

物件への追加（特区特例の全国措置化）、公園の活性化に関する協議会の設置※２、都市公園の維持基

準の法令化 
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令和４(2022)年 都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会： 

「使われ活きる公園」を目指し、地域の価値を高めるために、パートナーシップによる柔軟なマネジ

メントを推進する考え方を提示（３つの戦略と７つの取組）。 

戦略１：まちづくりの場としての公園（取組①：グリーンインフラの保全・利活用/取組②：誰もが

快適に過ごせる空間づくり） 

戦略２：しなやかに使いこなす仕組みづくり（取組③：利用ルールの弾力化/取組④：社会実験の場

としての活用） 

戦略３：担い手の拡大と育成（取組⑤：多様な担い手との共創/取組⑥：自主性・自律性の向上/取組

⑦：公園 DX の推進） 

 

出典：都市公園の柔軟な管理運営のあり方に関する検討会低減（概要）（令和４年１０月３１日） 
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③都市農地関連 

昭和 43(1968)年に新都市計画法が制定され、線引き制度が始まると、市街地において都市農

地は開発されるべき土地と位置付けられることとなり、その重要性は軽んじられてきました。

時代の流れとともに、都市農地の価値は見直され、平成３(1991)年の生産緑地法改正以降、税

制面での優遇措置が採られる農地の指定が進み、平成 27(2015)年には都市農業振興基本法が制

定されたことで都市農地は「開発されるべき土地」から「あるべきもの」と国の計画において

明記されることになり、位置づけが大きく変わりました。平成 29(2017)年には都市緑地法が改

正され、緑地の一つとして農地が位置付け、市町村は緑の基本計画を改定する際に、農地も含

めて保全方針を定めることが義務付けられています。 

 

■都市計画における農地の位置づけ方策の多様化 

平成 29(2017)年 生産緑地法改正： 

生産緑地の面積要件緩和や行為制限の緩和(農産物直売所や農家レストランなどの設置可)、

特定生産緑地制度の創設 

 

平成 30(2018)年 特定生産緑地制度創設： 

生産緑地の買取申出が可能となる申出基準日より前に、市町村が所有者等の同意を得て、特

定生産緑地の指定を行うことで、買取申出が可能となる時期が 10年延期される制度 

 

平成 29(2017)年 都市計画法・建築基準法の改正： 

住宅系用途地域の一類型として、「田園住居地域」が新たに創設。都市の構成要素として、

農地を都市計画に位置付けることが可能に 

 

令和２(2020)年 都市再生特別措置法の改正： 

新たな地区計画制度として、農業と調和した良好な居住環境を確保するため、きめ細やかに

地区内のルールを定めることができる地区計画農地保全条例制度を創設。地区整備計画の記

載事項に、田園住居地域と同様、農地における行為制限に関する事項を追加し、条例により

農地の開発行為等を許可制とすることで相続税・贈与税の納税猶予等の特例が適用。本制度

を活用することにより、生産緑地地区指定を受けていない農地についても、相続税の納税猶

予等の優遇措置を受けることが可能に。  
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■農地の継承・流動化に向けた動き 

平成 30(2018)年 都市農地貸借法制定： 

生産緑地の貸借がしやすくなり、非農家出身者が生産緑地を借りて独立就農するケースも増

加。 

 

令和５(2023)年 農業経営基盤強化促進法の改正： 

基盤法に基づく基本構想を策定している市町村は、令和６(2024）年度中に、市街化区域等

を除いた全区域を対象に、地区等ごとに農業関係者による協議の場を設置し、区域における

農業の将来のあり方、農業上の利用が行われる区域、取組事項を協議し、地域計画を策定す

ることが求められている。農地の貸借について、従来の市町村による農用地利用集積計画に

基づく利用権設定の手続（主に相対での貸借）は廃止され、利用権設定はすべて地域計画に

基づき、農地バンクによる貸借に一本化される（農地法第３条に基づく貸借は除く）。 

 

出典：東京市町村自治調査会「多摩地域の都市農業の課題と活用に関する調査研究報告書」 
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（２）自然との共生「30by30（サーティ・バイ・サーティ）目標」 

「30by30 目標」とは、令和 12(2030)年までに陸と海のそれぞれ 30％以上を健全な生態系と

して効果的に保全しようとする目標です。令和４(2022)年 12 月に、生物多様性条約第 15回締

約国会議・（COP15）の・「昆明・・モントリオール生物多様性枠組」に記載されました。この目標を

達成するためには保護地域（陸域 20.5％、海域 13.3％）の新規指定・拡張を進めていくとと

もに、民間企業の所有林や里山、社寺林など民間によって保全されてきた保護地域以外におい

て、生物多様性保全に貢献している場所（OECM：Other・Effective・area-based・Conservation・

Measures）を維持保全し、加えて、管理放棄地などにおける生物多様性の回復や開発跡地など

における生物多様性を創出する活動を促進する必要があります。 

これを踏まえ、我が国では、令和５(2023)年３月に改定を行った・「生物多様性国家戦略」に

おいて、生物多様性の損失を止め、反転させる・「ネイチャーポジティブ」の実現に向けて、令

和 12(2030)年までに陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標

（30by30 目標）を位置付けています。 

 

30by30 ロードマップ 

 
出典：環境省ホームページ 
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ネイチャーポジティブの実現に向けた取組の一つとして、環境省では、「民間の取組等によって

生物多様性の保全が図られている区域」を・「自然共生サイト」として、認定する取組を令和５(2023)

年度から開始しました。さらに、これらの活動を更に促進するため、令和７(2025)年４月から、自

然共生サイトを法制化した・「地域生物多様性増進法」が施行されました。本法に基づいて、企業や

NPO 等が作成・・実施する・「増進活動実施計画」や、市町村が取りまとめ役として地域の多様な主体

と連携して行う・「連携増進活動実施計画」が、主務大臣・（環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大

臣）により認定されています。 

 

 
出典：環境省資料 
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（３）脱炭素社会の実現 

気候変動が進行していると言われており、気温の上昇や豪雨災害の発生などにより、環境に

対する意識が世界的に高まっています。そうした状況において、将来にわたって豊かな環境を

次世代に引き継ぐ必要があります。そこで、本市では「2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼ

ロ」を目指し、令和元(2019)年 11 月に・「2050 年ゼロカーボンシティ」を宣言しました。脱炭素

型の地域交通モデルの構築を通じた具体的なアプローチの一つとして、本市は株式会社 REXEV、

湘南電力株式会社と連携して「EV を活用した地域エネルギーマネジメントモデル事業」に取り

組んでいます。 

 

（４）グリーンインフラの推進 

国では、・「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」というネイ

チャーポジティブなどの世界的潮流を踏まえ、官民が連携し、グリーンインフラをあらゆる分

野・場面で実装（ビルトイン）することを目指し、新たに「グリーンインフラ推進戦略 2023」

（国土交通省総合政策局環境政策課）を策定しています。グリーンインフラとは、社会資本整備

や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能

で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組のことです。 

 
出典：グリーンインフラ大賞優秀賞受賞事例（第 1回防災・減災部門）など 
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（５）流域治水の推進 

平成 30(2018)年７月豪雨や、令和元年東日本台風（台風第１９号）など、豪雨等による水害

や土砂災害を契機に、令和２(2020)年７月に社会資本整備審議会が流域治水という考え方を示

しました。流域治水とは、気候変動の影響による水災害の激甚化・・頻発化等を踏まえ、堤防の整

備、ダムの建設・・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域・（雨水が河川に流入する

地域）から氾濫域・（河川等の氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる

関係者が協働して水災害対策を行うものです。 

従来の総合治水は、市街化により雨水の河川への流出が増大したことに対して雨水貯留浸透

機能を回復させるための代替措置・（調整池等）を取ってきましたが、流域治水では、短時間強雨

や大雨の頻度の増加により水災害の激甚化・・頻発化していることに対して、河川改修、洪水調節

施設等の整備の加速化や、流域の既存施設の活用や住まい方の工夫等を、流域全体で総合的か

つ多層的な対策の実施を図っています。 

 

流域治水の取組 

 

出典：国土交通省「・「流域治水」の基本的な考え方」 
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（６）生物多様性への配慮 

生物多様性の保全に関する国際的な関心が高まり、日本を含む世界各国で様々な取組が進め

られている中、世界人口の半数以上が居住する都市における生物多様性に対しても、注目が高

まっています。都市の生物多様性確保に必要な生物の生息・生育地となる緑地の保全や創出、

ネットワーク化を計画的に推進するため、都市における総合的な緑のマスタープランである緑

の基本計画に生物多様性に関する方針や施策を位置づけることが有効であることから、国では

「生物多様性に配慮した緑の基本計画策定の手引き」や、地方公共団体の都市の生物多様性の

確保に向けた取組を地方公共団体が把握・評価し、将来の施策立案、実施普及啓発などに活用

できる指標を作成しています。 

また、生物多様性の確保の観点から、動植物の生息地又は生育地としての緑地の規模や連続

性等を評価して中核地区、拠点地区、回廊地区、緩衝地区となる緑地を配置し、これらの緑地

による有機的なネットワーク（エコロジカルネットワーク）の形成を図ることが望ましい旨が

示されています。 

エコロジカルネットワークのイメージ 

 
出典：生物多様性に配慮したみどりの基本計画策定の手引き 
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（７）立地適正化計画とコンパクト・プラス・ネットワーク 

人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快

適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすること

が大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢

者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や

交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進

めていくことが重要です。このため、都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者

が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されまし

た。 

令和６(2024)年に都市再生特別措置法が改正され、立地適正化計画は、緑の基本計画との調和

が保たれたものとすることが規定されています。緑の基本計画との整合・連携として、例として

次のような点が考えられます。 

緑とオープンス

ペースの観点か

らの集約型都市

構造化の方針の

明確化 

○都市機能誘導区域・居住誘導区域内 

・居住環境の向上、にぎわい創出の観点からの都市公園、公共施設の活

用・再編 

・民間開発との連携による効率的・効果的な緑とオープンスペースの量

と質の確保・等・ 

○居住誘導区域外 

・緑地や農地に加え、人口減少等により増加が想定される空地等の非建

築的土地利用の計画 

・低密度を活かした、緑地や農地が適正に保全・活用された緑・農が共

生したゆとりある居住環境の形成 

・流域圏や崖線などに存在するまとまった緑地の系統的保全・配置 

・生物多様性の確保・向上の観点からの農と水・緑のネットワークの形

成・等 

民の広場空間等

との連携の強化 

○緑の基本計画等で整理した将来的な緑のネットワーク形成イメージを

対外的に明示することで、民間事業者による当該ネットワーク形成に

留意した緑化や広場空間の整備、管理を誘導 

都市農業施策と

の連携 

○都市計画区域内の農地等は、都市に残された貴重な緑の資源として保

全すべきであり、コンパクトシティの形成にあたっては、居住誘導区

域外において農業振興施策等との連携を検討するなど、地域全体に目

配りをした施策が重要。 

防災指針と流域

治水 

○防災指針の取組においては、河川の流域のあらゆる関係者が協働して

取り組む「流域治水」との連携を図ることが重要。 

出典：新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会・最終とりまとめ 
立地適正化計画作成の手引き（令和５年３月改訂）  
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（８）居心地が良く歩きたくなるまちなか創出の推進（ウォーカブル推進都市） 

「ウォーカブル」とは、「居心地がよく、歩きたくなるまちなか」を目指す取組です。本市はそ

の考え方に基づき、「ウォーカブル推進都市」に登録され、道路や駅前広場などの公共空間を活用

しながら、地域が主体となった多様で魅力的な取組を展開しています。民と官の連携によって、

持続可能で豊かなまちづくりを進めています。本市もウォーカブル推進都市に登録されています。 

 

出典：国土交通省ホームページ 
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（９）歴史文化を活かしたまちづくり 

歴史文化の社会的関心は「保全」から「活用」「地域との共生」へとシフトしつつありま

す。特に近年は、文化財保護法（平成 31(2019)年改正）や歴史まちづくり法（平成 20(2008)

年）、景観法（平成 16(2004)年）といった既存の法制度を基盤にしながらも、より包括的かつ

持続可能な視点での取り組みが進んでおり、例えば、棚田や里山、水辺空間など、人と自然の

営みが織りなす風景が「文化的景観」として評価され、地域の暮らしや観光と結びつけた活用

が模索されています。 

「文化財保存活用地域計画制度」が創設され、文化財を地域資源として活用する方針が制度

化されました令和 2(2020)年の文化審議会文化財分科会企画調査会中間まとめでは、文化財に

ついて、地域の文化や経済の振興の核として未来へ継承する方策を模索することが必要とされ

ています。 

グリーンインフラ推進戦略(2030)（令和 8(2026)年）においては、歴史まちづくりの推進に

より歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地と歴史と伝統を反映した人々の営みが一体

となった「歴史的風致」を維持・向上させ、後世に継承する。国や地方公共団体が行う都市公

園整備等により、優れた歴史・文化的資産の保存及び活用を図ることが位置付けられました。 

 

文化審議会文化財分科会企画調査会中間まとめ概要 
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2017/09/2

9/1396817_04_1.pdf 
 

グリーンインフラ推進戦略 2030 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/content/001978321.pdf 
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 まとめ 小田原市の都市特性と社会動向を踏まえた影響 

（１）小田原市の都市特性のまとめ 

 

地理的特性と 

都市の成り立

ち 

⚫ 小田原市は、神奈川県南西部に位置し、東京と静岡のほぼ中間にあた

る交通の要衝で、高いアクセス性を有する。歴史的には、城下町や宿

場町として発展し、明治期以降は鉄道の開通とともに、温暖な気候と

豊かな自然環境を生かした別荘地・・保養地としても発展しました。政

財界人や文人が多く移り住み、文化的な蓄積を育んできたまちは、現

在も歴史と風情を感じさせる景観を形成。 

自然環境と 

地形 

⚫ 市の西部は箱根外輪山に属する火山地形、東部は大磯丘陵へと続く丘

陵地で、中央部には酒匂川をはじめとする河川が形成した足柄平野が

広がる。地質は西部が火山岩類、東部が堆積岩類に分かれ、市街地の

多くは平野部の堆積地である。平野部では水田地帯が展開し、山から

海へと多様な生態系が連続する。 

⚫ 小田原の気候は温暖で、年間を通して比較的安定しています。近年は

平均気温の上昇傾向がみられ、年間降水量も長期的には増加傾向。 

土地利用と 

市街地の変化 

⚫ 市街化区域内では農地が減少し、宅地や建物用地など都市的土地利用

が拡大。一方、市街化区域外では農地や荒地が減少し、森林面積が増

加する傾向。 

⚫ 住宅開発動向では、人口が減少傾向にあるにもかかわらず住宅数は増

加しており、特に持ち家・一戸建住宅の比率が高いことが特徴。 

⚫ 年齢層別に居住が多いエリアが微妙に異なる。 

人の営み ⚫ 小田原市は、水・・森・・海に囲まれた豊かな自然環境と、歴史的に培わ

れた都市機能を併せ持ち、治水とともに発展してきた酒匂川流域、林

業から木材加工・・流通まで一体化した地域産業構造、そして農業・・水

産業・・観光業が相互に支え合う地域経済など、自然と人の営みが循環

する都市としての特性が際立っている。 

⚫ 豊富な水資源と温暖な気候は、地域の農業を支える重要な基盤となっ

ている。丘陵地ではミカンや梅などの果樹栽培、平野部では酒匂川な

どの水利を活かした稲作が行われているものの、総農家数と耕地面積

は減少傾向。 

⚫ 観光面では、温泉地・海岸・城址・文化資産など多様な資源を有し、

観光入込客数は長期的に増加傾向にあるが、自然・・緑に関連した施設

では伸び悩んでいる施設もみられる。 
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（２）社会動向のまとめ 

 

公園関連法制

度の整備と強

化 

◎都市緑地法改正（2017・2024 年） 

民間活力の導入・（みどり法人、市民緑地、認定制度など）による緑の確

保と、国主導の戦略的な緑地保全を強化。 

→・量から質へ、広域的ネットワーク形成へ進展。 

◎都市公園法改正（2017 年） 

PFI 制度・（Park-PFI）導入などにより、公園の整備から利活用・・管理の

時代へ。 

→・「つくる」から「活かす」公園行政へ転換。 

都市農地の再

評価と制度整

備 

◎生産緑地法・都市計画法等の改正（2017〜2020 年） 

都市農地を・「開発すべき土地」から・「あるべき土地」へと位置づけを転

換。特定生産緑地制度、田園住居地域、農地保全条例制度の創設など。 

→・都市における農と緑の共生を促進。 

◎都市農地貸借法（2018 年）や農業経営基盤強化促進法改正（2023 年） 

貸借や地域計画を通じた農地利用の円滑化。 

→・次世代継承と持続的農地利用の仕組みづくり。 

自然共生・生

物多様性の推

進 

◎30by30 目標（2030 年） 

陸域・・海域の 30%以上を健全な生態系として保全。OECM や・「自然共生サ

イト」制度など、民間も含めた多主体連携を促進。 

◎地域生物多様性増進法（2025 年） 

生物多様性保全活動を法的に位置づけ、自治体・・企業・・NPO の連携推進。 

脱炭素とグリ

ーンインフラ

の推進 

◎ゼロカーボンシティの拡大 

CO₂排出実質ゼロを目指す地方自治体の取組が進展。 

◎流域治水 

河川改修、洪水調節施設等の整備の加速化や、流域の既存施設の活用や

住まい方の工夫等について流域全体で総合的かつ多層的な対策の実施 

◎グリーンインフラ推進戦略（2023 年） 

自然の機能を活かした防災・・減災、環境共生型まちづくりを全国的に推

進。自然を社会基盤に組み込む都市政策へ。 

都市構造と公

園緑地・オー

プンスペース

の連携強化 

◎立地適正化計画との連携強化 

緑の基本計画との調和・・連携が規定され、緑をまちの骨格とする都市構

造の再構築の推進。 

◎居心地が良く歩きたくなるまちなかづくり（ウォーカブル） 

公共空間を活用した官民連携によるまちなか再生が全国で進展。 

→・緑と人が共存する「歩きたくなる都市空間」の形成 
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（３）社会動向と小田原市の都市特性を踏まえた緑のまちづくりの戦略 

 

緑のまちづくりの社会的潮流  人口減少社会と持続可能性への転換 

●「量の確保」から「質とネットワークの形成」へ 

●「行政主導」から「官民連携・地域協働」へ 

●「単体整備」から「都市構造との一体化」へ 

 

 

近年のまちづくりでは、緑を単なる景観要素

や環境資源としてではなく、地域の魅力向上や

防災・健康・観光など多面的な価値を生み出す

社会的基盤（グリーンインフラ）として捉える

動きが広がっています。 

国の法制度面でも、都市緑地法や都市公園法の

改正をはじめ、生物多様性や脱炭素の視点を踏ま

えた新たな政策体系が整備され、緑の保全・・創出

を行政のみならず、企業や市民も担う仕組みづく

りが進展しています。 

 

 ●人口減少・高齢化による地域管理力の低下 

●コンパクト＋ネットワーク型都市への再編 

●市民協働による公共空間の維持活用の

必要性 

 

全国的な人口減少・少子高齢化の進行

により、都市の維持管理コストや公共空

間の管理負担が増大し、まちづくり全体

においても持続可能性の視点が求められ

ています。 

緑地や農地の維持、地域活動の担い手確

保、公共施設の適正配置など、都市運営

の効率化と地域環境の質をどう両立する

かが重要な課題となっています。 

 

小田原市の都市特性を踏まえた緑のまちづくりのあり方 

小田原市は、海・山・川に囲まれた自然条件のもとで、水資源・森林・農地・海産物など

の恵みを活かしながら発展してきた都市です。このような自然と都市が近接する地理的特性

は、近年の「自然共生型のまちづくり」「地域資源を活かしたローカル循環」への転換と高い

親和性をもっています。 

一方で、市街地の分散や人口減少の進行により、緑や農地の維持管理が難しくなりつつあ

り、「守る緑」から「活かす緑」への転換が求められています。豊かな自然資源は、グリーン

インフラや観光資源として活用可能であり、人口減少下でも、自然を活かした暮らしや地域

循環のモデル都市になり得ます。このため市民・企業・行政の協働により、維持管理と活用

を両立させる体制づくりが重要です。合わせて利用者のニーズの変化を踏まえてみどりの機

能を柔軟に整備・誘導していくことが効率的な運用に繋がります。 

小田原市は、歴史的にも自然と共生しながら発展してきた都市であり、「環境と調和した持

続可能なまちづくり」を実現するための基盤を有していることから、今後は、緑を防災・健

康・観光・教育など多様な分野と結びつけ、市民が主体となって活かし続ける“循環型の緑

のまちづくり”へと発展させていくことが求められます。 

 


